
水銀ごみ（3 ヶ月に 1回） 

変 更 後 

プラスチック製容器包装（週に 1回） 

可燃ごみ（週に 2回） 

プラスチック（週に 1回） 

焼 

却 

リ
サ
イ
ク
ル

る 
現 状 

埋立ごみ（月に 1回） 

充電式電池 

（リサイクルボックス） 

現 状 変 更 後 

電池・電球類（3ヶ月に 1回） 

埋立ごみ（月に 1回） 

・すべての電池※が対象 

・膨張しているものは不可 

・セロハンテープでの絶縁必須 

※鉛蓄電池は対象外 

拡 充 

リ
サ
イ
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る 

埋 

立 

水銀ごみ（3 ヶ月に 1回） 

分別変更（製品プラ） 
 

可燃ごみ（週に 2回） 

島しょ部などは、収集頻度が異なることがあります。 

 

分別変更（電池類） 
 

別紙４ 令和９年４月 1 日からの分別変更の概要 


